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政治資金規正法違反疑惑の徹底解明を求める意見書 

政治への信頼を取り戻すため、政治資金規正法違反疑惑の徹底解明を行うよう

強く要望する。 

理由 

自由民主党の派閥の政治資金パーティーをめぐる問題では、政治資金規正法に

違反する可能性が強く指摘されている。 

政治資金収支報告書への不記載は、多数かつ多額になるとみられ、政治と金の

構造的問題として、国民の政治不信は高まっており、徹底解明を求める声が大き

くなっている。 

よって、国においては、政治への信頼を取り戻すため、政治資金規正法違反疑

惑の徹底解明を行うよう強く要望する。 

上記のとおり地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。 


